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3 総合評価

最新年度(C)と前年度(B)に収支の
増減があったものについて記載

　令和２年度から支所職員の勤務環境改善の観点から週休二日制度を導入した
ことにより、アルバイト職員が増加したことに伴う人件費支出の増加。

指定管理者 市

　当会事業は、灯台に関する周知啓蒙等を目的とし、
安乗埼灯台を含む全国16灯台における参観業務など
を、業務に精通した職員により実施しており、安乗埼
灯台資料館の運営にあたっては、その目的を十分に理
解したうえでその業務に当たっている。
　施設の管理運営については、航路標識の歴史、機器
等に専門的な知識を有する本会事務局の指導・監督の
下、安乗埼支所長職員が施設の点検、清掃等を的確に
実施することで、灯台資料館を訪れる近隣住民や観光
客等へのサービス向上に努めた。
　また、業務の実施については、条例、規則を遵守
し、仕様書等に定める業務を適正に実施した。
　更に、令和元年度同様に、新型コロナウイルス感染
症の拡大に伴い、感染防止に係る安全管理の徹底に努
めた。

　安乗埼灯台資料会の設置目的は、灯台関係資料等を収
集、保存及び展示するとともに、広く住民等の利用に供
し、観光及び文化の振興に寄与するためとあり、その設
置目的に沿った運営が行われていることを確認した。
　施設の管理運営については、施設内の照明の不具合に
関する指摘はあったが、来訪者が安全に施設利用できる
よう、点検や清掃等は適正に行われていた。また、利用
者ニーズへの対応などサービス向上に努めていた。
　昨年は13,373人の参観者があり、業務の実施について
も、条例・規則を遵守し、仕様書等に定める業務が適正
に実施されていた。
　また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、施設の
換気を実施するなど、感染防止対策に努めていた。

計(b) 1,852,849 1,982,931 2,181,913 198,982

収支差引額(a-b) -233,849 -359,931 -556,913 -196,982

38,804

その他

支
出

人件費 1,461,177 1,609,005 1,769,183 160,178

管理運営費 391,672 373,926 412,730

その他

計(a) 1,619,000 1,623,000 1,625,000 2,000

2,000

利用料金

平成30年度 令和元年度 令和２年度 比較(C-B)

事
業
収
支

収
入

指定管理料 1,619,000 1,623,000 1,625,000

施設所管課名 産業振興部　観光課（旧観光商工課）

収支状況

 ( A ) ( B ) ( C ) (単位：円)

業務内容
・資料の収集、保存及び展示に関すること
・入館者に対する説明等に関すること
・その他、市長が資料館の管理上必要と認める業務

施設概要
敷地面積  12,090.00㎡（内、資料館敷地660㎡）　建築面積　   191.14㎡
延床面積　   178.32㎡
施設内容　展示室、事務室、男子便所、女子便所、風防室、ホール

職員体制 常時1名

指定管理者名 公益社団法人　燈光会 指定期間 令和3年4月1日から令和6年3月31日

設置目的 灯台関係資料等を収集、保存及び展示するとともに、広く住民等の利用に供し、観光及び文化の振興に寄与するため

令和２年度　　指定管理業務の評価表

施設概要

施設名 安乗埼灯台資料館 所在地 志摩市阿児町安乗794番地1



※各項目ごとの判定

C
協定書・仕様書・事業計画書に定める水準の運営がなされておらず、早急
な改善が必要である。

N
評価対象設備が存在しない等、評価することできない、もしくはなじまな
い項目である。

判定 評価基準

A
協定書・仕様書・事業計画書に定める内容を忠実に履行、又は水準以上の
運営がなされ、優れていると認められる。

B
概ね、協定書・仕様書・事業計画書に基づいて運営がなされているが、一
部に改善の必要性が認められる。

⑩法令遵守 関係法令を遵守していたか。 A 関係法令を適正に遵守した。 A 法令違反は見受けられなかった。

⑨個人情報
個人情報の取扱いが適正になされ
ていたか。

A
個人情報取扱特記事項の内容に基
づき、適正に扱った。

A
個人情報取扱特記事項の内容をよ
く理解し、適正な取扱いがなられ
ていた。

⑧利用料金等の徴収状
況

徴収、減免、還付等は帳簿等が作
成され、適正に行われていたか。

N 料金の徴収は行っていない。 N 料金の徴収は行っていない。

⑦使用許可等
使用許可等申請が適正に行われて
いたか。

N
使用許可を行うような施設ではな
い。

N
使用許可を行うような施設ではな
い。

⑥各種管理記録等の整
備・保管

各種業務計画書、点検記録、整
備・修繕・事故・故障等の履歴等
の各種管理記録等が整備・保管さ
れていたか。

A

燈光会事務局と支所との間の定例業
務報告のほか、志摩市との管理委託
契約に基づく、各種記録について、適
正に整理、保管した。

A
各種の記録については、適正に整
理され保管がなされている。

⑤意思疎通
管理運営業務全般について、市と
指定管理者の責任者の間で十分な
連絡調整がなされていたか。

A

管理運営全般については、志摩市担
当者への毎月の定例報告や必要の
都度連絡をするなど、十分な連絡調
整を実施した。

A

月例の報告は、毎月適正に行わ
れ、市からの問い合わせに対して
も、真摯に対応され、情報共有も
含め十分に連絡調整がなされてい
た。

④職員の配置状況・勤
務実績

職員の配置状況・勤務実績は適正
であったか。

A
職員の配置を適正に行うとともに、勤
務実績についても、適正に実施した。

A
職員の配置は適切に行われてお
り、勤務実績も改善が必要な点は
見受けられなかった。

A

施設の設置目的である「広く住民等の
利用に供し、観光及び文化の振興に
寄与する。」という設置目的を達成す
ることが出来た。

A
施設の利用者数・運営状況から施
設の設置目的は達成できたと思わ
れる。

③運営状況
施設の供用日数・供用時間は守ら
れたか。また、適正な施設の運営
が行われたか。

A
事業計画書に計画された施設の開放
等を達成することが出来た。

A
事業計画書に計画された運営が行
われた。

評価理由

施
設
設
置
目
的
の
達
成

①施設の目的や基本方
針の理解

施設の設置目的に基づいた管理運
営上の基本方針を理解していた
か。

A
施設の目的や基本方針を十分に理解
して管理を実施した。

A

施設の目的や基本方針については
事業計画書にも記載があり、日々
の業務にも理解の程が見受けられ
た。

②施設設置目的の達成
度

施設の管理運営を通じて、施設の
設置目的は達成されたか。

指定管理業務項目別評価表

評価項目
評価

指定管理者 市

業務運営項目 評価内容 判定 評価理由 判定



※各項目ごとの判定

B
概ね、協定書・仕様書・事業計画書に基づいて運営がなされているが、一
部に改善の必要性が認められる。

C
協定書・仕様書・事業計画書に定める水準の運営がなされておらず、早急
な改善が必要である。

N
評価対象設備が存在しない等、評価することできない、もしくはなじまな
い項目である。

B
利用者の妨げにはなっていない
が、事務室の整理整頓が徹底され
ているとは言えなかった。

判定 評価基準

A
協定書・仕様書・事業計画書に定める内容を忠実に履行、又は水準以上の
運営がなされ、優れていると認められる。

一部、指摘を受けることがあった
が、展示の故障対応を含め、概ね
適切に管理されていた。

②備品の管理
備品台帳に基づき、備品の管理・
点検・保守は適切に行われていた
か。

A
備品台帳を整備し、適切に備品を管
理した。

A
備品台帳に基づいた適切な管理・
点検・保守がなされ、備品等はき
ちんと整備されていた。

施
設
・
設
備
等
の
維
持
管
理

①建物・設備の保守点
検

建物・設備・植栽等が適切に管理
され、安全性の確保、良好な機能
及び美観の保持がされていたか。

A
日常的に施設・設備等は点検してお
り、管理は適切であった。

B

③備品・設備等の整理
整頓

備品・設備等がきちんと整理整頓
され、利用者の妨げとなるような
状態で放置されていないか。

Ａ
職員間で「使った物は所定の位置に
戻す」を合言葉とし、整理整頓を推進
した。

⑦事業の評価
事業実施後に確認・見直しが行わ
れ、次年度につなげる取り組みが
なされたか。

A

事業（委託業務も含む）実施後に職員
会議を行い、反省する機会を設けた。
改善点の把握により次年度につなげ
ていけるよう努めた。

A
職員会議できちんと事業の評価が
なされており、その結果を反映さ
せた事業計画が策定できている。

⑥自主事業
利用者ニーズに即した自主事業が
行われていたか。

N
灯台と一体で自主事業は行っている
が、単独での事業ではないため評価
になじまない。

N 指定管理者の評価のとおり。

⑤苦情解決体制及び対
応

利用者からの意見・苦情を受けて
迅速かつ適切に処理できる体制が
整っていたか。また、事故、苦情
に対する対応は適切であったか。

A

必要に応じ、燈光会事務局又は志摩
市役所担当に相談するなど、利用者
からの意見・苦情への連絡通報体制
を構築し、適切に対応した。

A
利用者からの苦情に対し、対応体
制が構築され、適切に対応してい
た。

N 指定管理者の評価のとおり。

④非常時・緊急時の対
応

緊急時のマニュアルが整備され、
従業員訓練の実施や事故発生時・
緊急時の対応は適切か。

Ａ

「支所職員服務心得」により、消防、警
察及び海上保安部に加え、志摩市役
所を緊急連絡先に加えるなど、事故
発生時の対応を適切に行えるようマ
ニュアルを整備している。。

A
救急救命講習の実施及び緊急連絡
先や緊急時のマニュアルの整備を
している。

利用者への広報、丁寧な対応や施
設の環境美化等、満足度の向上に
努めた。また、燈光会ＨＰ等を利
用した積極的な情報発信に努めて
いた。

②利用者の平等な利用

個々のサービスについて、対応職
員によって格差が生じないよう、
施設のサービス水準を確保するた
めの取り組みを行ったか。

A
支所長によるアルバイト職員への積極
的な指導により、対応職員によるサー
ビス水準の確保に努めた。

A
サービス水準は、期待される水準
にあった。

サ
ー

ビ
ス
の
質
の
向
上

①施設利用状況及び利
用者増加への取り組み

利用者数の増加や利便性を高める
ための具体的な取り組みが行われ
ていたか。

A

施設の環境美化等に努めるとともに、
訪問者への積極的な声掛けや丁寧な
対応など利用者の満足度の向上に努
めたほか、ＨＰでのインスタグラムや受
付窓口でのイーゼル板の設置など積
極的な情報発信に努めた。

A

③適切な情報提供
すべての利用者が情報を得ること
ができるよう適切な利用情報の提
供を行ったか。

N

資料館単独での情報発信は市が
行っており、指定管理者としては
灯台と一体で発信しているため評
価になじまない。

業務運営項目 評価の基準 判定 評価理由 判定 評価理由

指定管理業務項目別評価表

評価項目
評価

指定管理者 市



※各項目ごとの判定

C
協定書・仕様書・事業計画書に定める水準の運営がなされておら
ず、早急な改善が必要である。

N
評価対象設備が存在しない等、評価することできない、もしくはな
じまない項目である。

判定 評価基準

A
協定書・仕様書・事業計画書に定める内容を忠実に履行、又は水準
以上の運営がなされ、優れていると認められる。

B
概ね、協定書・仕様書・事業計画書に基づいて運営がなされている
が、一部に改善の必要性が認められる。

B

決算資料等からも経営状態は安定
しているが、赤字額が増加してい
るため、バランスが崩れてきてい
る。

所
管
課
追
加
項
目

帳簿類の整備、関係書類の保管は
適正に行われている。

②公租公課に滞納はな
いか

国税・地方税・社会保険料等の公
的な債務について、履行遅滞と
なっていないか。

A
公租公課は納付期限までに適正に納
付した。

A
期限内に納付されていることを領
収書等で確認済み。

健
全
な
財
務
・
適
切
な
会
計
処
理

①会計処理は適正にな
されているか

会計帳簿の整備、伝票や領収書等
の書類の整備・保管、現金の取扱
いが適切になされているか。

A

会計帳簿を備え、伝票等の会計関係
書類もきちんと保管している。普段の
会計処理は、簿記の資格を有する事
務局職員が指導し、決算については
税理士に委託している。

A

③適正な収支状況にあ
るか

収支のバランスは適正か。債務超
過に陥っていないか。

A
経営努力により経営は黒字となるよう
努めており、経営状態は安定してい
る。

A

営業日には必ず清掃を実施しており、
清潔な状態を保つよう努めた。
　特に、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、適時のアルコール消
毒にも努めた。

A

トイレ清掃等が適切に行われ、清
潔な状態に保たれていた。また、
適度な換気やアルコール消毒を実
施するなど、新型コロナウイルス
感染症拡大防止対策にも努めてい
た。

⑥防犯体制
鍵の管理及び防犯に対する対策・
対応は適切だったか。

A

鍵の管理は支所長が適切に行った。
防犯については、不審者対策のため
監視カメラによる監視のほか、定期的
な巡回警備を実施した。

A
鍵はきちんと管理されており、防
犯面でも求められる水準をクリア
していた。

評価理由

施
設
・
設
備
等
の
維
持
管
理

④修繕業務

点検によって異常が認められた場
合は、速やかに修繕・交換・整
備・調整等の適切な処置を講じ、
その内容を記録させたか。

A

協定書で定められた額未満の修繕は
速やかに実施した。市の予算にて行う
修繕が必要な場合は遅滞なく所管課
に連絡し調整を行った。内容もきちん
と記録した。

A
異常が認められた際は速やかに適
切な処置が講じられており、その
内容も問題なく記録されていた。

⑤清掃業務
清掃が適切に行われ、施設・備
品・器具等が清潔な状態に保たれ
ていたか。

指定管理業務項目別評価表

評価項目
評価

指定管理者 市

業務運営項目 評価の基準 判定 評価理由 判定


